
高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師 

再任審査実施要項 

平成 23年 11月２日 

規 則 第 37 号 

最終改正 令和４年２月９日規則第 53号 

（趣旨） 

第１条 この要項は、国立大学法人高知大学外国人講師に関する規則（平成 17 年３月 29

日規則第 477 号）に基づき、別に定めるもののほか、高知大学教育研究部人文社会科学

系人文社会科学部門に所属する外国人講師の再任審査の実施に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（再任審査の申し出） 

第２条 再任を希望する外国人講師（以下「当該外国人講師」という。）の専任担当学部の

学部長（以下「当該学部長」という。）は、任期満了の日の６月前までに人文社会科学系

長に、当該外国人講師の教育研究業績書等を添えて、文書により申し出るものとする。 

（再任審査機関） 

第３条 前条の外国人講師の再任の可否を決定するための審査は、人文社会科学部門教員

選考委員会（以下「教員選考委員会」という。）において行う。 

２ 前項の審査に当たっては、高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門教員

選考委員会規則第３条から第６条までの規定を適用する。 

（再任審査） 

第４条 審査は、教育研究業績書等により行う。 

２ 教員選考委員会は、当該外国人講師に係る再任の可否を速やかに審議の上、人文社会

科学部門会議（以下「部門会議」という。）にその結果を報告する。 

３ 前項の報告を受けた部門会議は、審議の上、人文社会科学系教授会（以下「学系教授

会」という。）にその結果を報告する。 

４ 前項の報告を受けた学系教授会は、再任の可否を任期満了の日の２月前までに審議す

る。 

５ 人文社会科学系長は、前項の結果に基づき再任審査結果承認申請書（別紙様式第１号）

を学長に提出し、承認を得る。 

 （再任審査の結果通知） 



第５条 人文社会科学系長は、前条第５項による再任審査結果を当該学部長及び当該外国

人講師あてに再任審査結果通知書（別紙様式第２－１号又は別紙様式第２－２号及び別

紙様式第３－１号又は別紙様式第３－２号）により通知する。 

 （再任再審査請求） 

第６条 当該外国人講師は、前条の決定に不服な場合には、再任再審査請求（別紙様式第

４号）を１回に限り、人文社会科学系長へ行うことができる。 

２ 前項の再任再審査請求は、再任審査結果通知書受理後、７日以内に行わなければなら

ない。 

 （再任再審査委員会） 

第７条 人文社会科学部門に、前条による再任再審査請求の審議を行うため、再任再審査

委員会（以下「再審査委員会」という。）を設置する。 

２ 再審査委員会は、教員選考委員会の委員を除く部門会議で選出された４人及び当該学

部長の計５人をもって構成する。 

３ 再審査委員会に委員長を置き、前項に掲げる構成委員の互選により選出する。 

４ 委員長は、再審査委員会を招集し、その議長となる。 

５ 再審査委員会の成立要件及び議決要件は、教員選考委員会規則第６条の規定を準用す

る。 

 （再任再審査） 

第８条 再審査委員会は、当該外国人講師からの事情聴取を行うなど再任の可否を速やか

に審議の上、部門会議にその結果を報告する。 

２ 前項の報告を受けた部門会議は、再任の可否を速やかに審議の上、学系教授会にその

結果を報告する。 

３ 前項の報告を受けた学系教授会は、再任の可否を速やかに審議する。 

４ 人文社会科学系長は、前項の結果に基づき再任（再審査）結果承認申請書（別紙様式

第５号）を学長に提出し、承認を得る。 

 （再任再審査の結果通知） 

第９条 人文社会科学系長は、前条第４項による再任再審査結果を当該学部長及び当該外

国人講師あてに再任再審査結果通知書（別紙様式第６－１号又は別紙様式第６－２号及

び別紙様式第７－１号又は別紙様式第７－２号）により通知する。 

 （雑則） 



第 10条 この要項に定めるもののほか、当該外国人講師の再任審査及び再任再審査に必要

な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この要項は、平成 23年 11月２日から施行する。 

２ この要項の施行日（以下「施行日」という。）以前に任期を定めて採用等されていた外

国人講師のうち、当該任期の満了日が施行日後となる者に係る再任審査は、本要項を適

用する。 

３ 施行日において、外国人講師で任期の残任期間が６月未満の者については、第２条中

「任期満了の日の６月前までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。 

   附 則（平成 31年４月 26日規則第５号） 

 この規則は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月９日規則第 53号） 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



別紙様式第１号 

 

再任審査結果承認申請書 

 

                               年  月  日 

 

  高 知 大 学 長  殿 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基 

 認 め る 

づき審査した結果、下記の理由により再任を      こととしたいので承認願います。 

認めない 

 

記 

 

  審査申請者 

 

         所  属 人文社会科学系人文社会科学部門    

 

         職  名 講師（外国人講師）          

 

         氏  名                    

 

 

  〔理 由〕 

 



別紙様式第２－１号 

 

 

再 任 審 査 結 果 通 知 書 

 

 

                               年  月  日 

 

 

学部長  殿 

 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

 高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基

づき下記審査申請者を審査した結果、再任について学長の承認を得られましたのでお知ら

せします。 

 なお、下記審査申請者あてに別途再任審査結果通知書を送付している旨申し添えます。 

 

 

記 

 

 

氏  名 

 

    任  期      年  月  日から    年  月  日まで 



別紙様式第２－２号 

 

 

再 任 審 査 結 果 通 知 書 

 

 

                               年  月  日 

 

 

学部長  殿 

 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

 高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基

づき下記審査申請者を審査した結果、下記の理由により学長の承認を得られなかったため

再任を認めないことと決定しましたので、お知らせします。 

 なお、下記審査申請者あてに別途再任審査結果通知書を送付している旨申し添えます。 

 

 

記 

 

 

      氏  名 

 

    〔理 由〕 

 

 

 



別紙様式第３－１号 

 

 

再 任 審 査 結 果 通 知 書 

 

 

                               年  月  日 

 

 

  殿 

 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

 高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基

づき審査した結果、再任について学長の承認を得られましたのでお知らせします。 

 なお、任期は  年で、    年  月  日までとします。 

 

 

 



別紙様式第３－２号 

 

 

再 任 審 査 結 果 通 知 書 

 

 

                               年  月  日 

 

 

  殿 

 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

 高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基

づき審査した結果、下記の理由により学長の承認を得られなかったため再任を認めないこ

とと決定しましたので、お知らせします。 

 なお、再審査を希望される場合には、  月  日までに再任再審査請求書を小職あて

提出願います。 

 

 

記 

 

  〔理 由〕 

 

 

 



別紙様式第４号 

 

 

再 任 再 審 査 請 求 書 

 

 

    年  月  日  

 

 

人文社会科学系長  殿 

 

 

所 属 人文社会科学系人文社会科学部門  

 

職 名 講師（外国人講師）        

 

氏 名                  

 

 

私は、再任を認めない旨の通知を受けましたが、下記の理由により再任再審査を請求し

ますので、よろしくお願いします。 

 

 

記 

 

  〔理 由〕 

 

 



別紙様式第５号 

 

再任（再審査）結果承認申請書 

 

                               年  月  日 

 

  高 知 大 学 長  殿 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基 

認 め る  

づき再審査した結果、下記の理由により再任を     こととしたいので承認願います。 

                      認めない 

 

記 

 

  審査申請者 

 

         所  属 人文社会科学系人文社会科学部門    

 

         職  名 講師（外国人講師）          

 

         氏  名                    

 

  〔理 由〕 

 



別紙様式第６－１号 

 

 

再 任 再 審 査 結 果 通 知 書 

 

 

                               年  月  日 

 

 

学部長  殿 

 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

 高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基

づき下記審査申請者を再任再審査した結果、再任について学長の承認を得られましたので

お知らせします。 

 なお、下記審査申請者あてに別途再任再審査結果通知書を送付している旨申し添えます。 

 

 

記 

 

 

氏  名 

 

    任  期      年  月  日から    年  月  日まで 



別紙様式第６－２号 

 

 

再 任 再 審 査 結 果 通 知 書 

 

 

                               年  月  日 

 

 

学部長  殿 

 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

 高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基

づき下記審査申請者を再任再審査した結果、下記の理由により学長の承認を得られなかっ

たため再任を認めないことと決定しましたので、お知らせします。 

 なお、下記審査申請者あてに別途再任再審査結果通知書を送付している旨申し添えます。 

 

 

記 

 

 

      氏  名 

 

    〔理 由〕 

 

 



別紙様式第７－１号 

 

 

再 任 再 審 査 結 果 通 知 書 

 

 

                               年  月  日 

 

 

  殿 

 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

 高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基

づき再任再審査した結果、再任について学長の承認を得られましたのでお知らせします。 

 なお、任期は  年で、    年  月  日までとします。 

 

 

 



別紙様式第７－２号 

 

 

再 任 再 審 査 結 果 通 知 書 

 

 

                               年  月  日 

 

 

  殿 

 

 

                           人文社会科学系長 

 

 

 高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門外国人講師再任審査実施要項に基

づき再任再審査した結果、下記の理由により学長の承認を得られなかったため再任を認め

ないことと決定しましたので、お知らせします。 

 

 

記 

 

〔理 由〕 

 

 

 

 


